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随意契約の理由

1 市民課

戸籍総合システムの戸籍
符号取得ファイルのレイア
ウト変更対応作業業務委
託

令和4年10月11日
大分市東春日町17-19
日本電気株式会社　大分支店

2,087,250 ２号

当該業務は、戸籍総合システムの戸籍符号取得ファイルの
レイアウト変更対応を行うものであるが、このシステムに
係る情報は、システム開発業者が独自に開発したもので、
開発業者以外に公開されていないプログラムで構成されて
おり、他社は当該システムに係る知識や情報、ノウハウを
有していない。
したがって、本業務委託の履行が可能なものは、当該シス
テムを設計・開発し、プログラム作成を行った業者に限ら
れるため。

2 市民課
個人番号カード普及のた
めの全戸配布用チラシ配
送等業務委託

令和4年10月17日
大分市府内町3-9-15
株式会社　大分合同折込広告
センター

759,204 ７号

当該業務は、できる限り多くの市民に個人番号カードの有
効性・利便性を伝えるとともに、カードの申請場所・申請
手段ならびにマイナポイントの申請に関する情報を周知す
るためにチラシを配布し、市民の個人番号カードの申請・
交付を促すものである。
市内全戸に配送することが可能な業者は、株式会社大分合
同折込広告センターと日本郵便株式会社大分中央郵便局と
の2社のみが考えられる。
両社のサービスで全戸配布をする場合、㈱大分合同折込広
告センターはポスティング（3.5円／枚）と新聞折込(3.0円
／枚)、日本郵便㈱大分中央郵便局はタウンメール（57.0円
／通）とタウンプラス（37.0円／通）による各々２種類の
サービスがある。
配送サービスの金額面において、㈱大分合同折込広告セン
ターは著しく有利な価格であるとともに、大分中央郵便局
による配送では、配布物は封筒又はハガキと同程度の厚み
がある郵便物が対象であり、今回予定している1枚のチラシ
を配布しようとした場合、封筒や封入に伴う費用等も生じ
ることとなる。
以上のことから、時価に比して著しく有利な価格で契約を
締結できると見込めるため。
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